
(機密性2）

（令和6年4月22日現在）

仙台高等裁判所

令和6年度における仙台高等裁判所の裁判官の配置、裁判官

に差し支えがあるときの代理順序、裁判事務の分配、開廷の

日割及び司法行政事務の代理順序

第1 裁判官の配置

別紙「仙台高等裁判所裁判官配置表」 （以下「配置表」 という。 ）のとおりとす

る。

第2裁判官に差し支えがあるときの代理順序

1 本庁

(1)裁判長に差し支えがあるときは、その部の裁判官が配置表に掲げる順序に

よってこれを代理する。ただし、特別の事情があるときは、高等裁判所長官

が指名する裁判官がこれを代理する。

（2）裁判長でない裁判官に差し支えがあって合議体を構成できないときは、次

の順序により、他の部の裁判長でない裁判官がこれを代理する。ただし、 こ

れによることができないときは、高等裁判所長官の指名する他の部の裁判官

（裁判長を除く。）がこれを代理する。

ア第1民事部については、第2民事部、第3民事部

イ第2民事部については、第3民事部、第1民事部

ウ第3民事部については、第1民事部、第2民事部

エ第1刑事部及び第2刑事部については、いずれも第1民事部、第2民事

部、第3民事部（一の民事部の裁判官が代理したときは、次の機会におけ

る代理は次順位の民事部の裁判官が代理する｡）

（3） 一の部の裁判官全部に差し支えがあるときは、他の部の裁判官がこれを代

ノ



理する。

2秋田支部

(1)裁判長に差し支えがあるときは、同支部の裁判官（代行・填補裁判官を除

く。）が配置表に掲げる順序によってこれを代理する。ただし、特別の事情

があるときは、高等裁判所長官が指名する裁判官がこれを代理する。

（2）裁判長でない裁判官に差し支えがあって合議体を構成できないときは、第

1民事部、第2民事部、第3民事部、第1刑事部の順序により、裁判長でな

い裁判官がこれを代理する。

第3裁判事務の分配

1 事件は、次のとおり各部及び支部において分担する。

(1)第1民事部、第2民事部及び第3民事部

ア及びイの事件のうち秋田支部の分担に属しない事件並びに次のウからオ

までの事件全部

ア民事（家事を含む。以下同じ｡）及び行政事件

イ人身保護請求事件

ウ第1刑事部及び第2刑事部の裁判官又は裁判所書記官に対する除斥、忌

避及び回避（回避の許可を除く。以下同じ｡）の申立事件

エ第1刑事部又は第2刑事部が法廷等の秩序維持に関する法律に基づいて

した裁判に対する異議申立事件

オ第1刑事部又は第2刑事部がした裁判に対する抗告に代わる異議申立事

件

（2） 第1刑事部及び第2刑事部

刑事事件（少年保護に関する抗告事件及び抗告受理申立事件を含む｡）及

び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する

法律に関する事件のうち、第1民事部、第2民事部、第3民事部、特別部及

び秋田支部の分担に属しない事件全部



秋田支部

次の事件のうち秋田支部のした裁判の差戻事件を除く事件全部

ア次の裁判所を原裁判所とする控訴、抗告及び抗告受理申立事件

㈲秋田地方裁判所及び秋田家庭裁判所の管轄区域にある裁判所

㈱山形地方裁判所の鶴岡支部及び酒田支部並びに山形家庭裁判所の鶴岡

支部及び酒田支部並びに鶴岡簡易裁判所及び酒田簡易裁判所

（前青森地方裁判所の弘前支部及び五所川原支部並びに青森家庭裁判所の

弘前支部及び五所川原支部並びに弘前簡易裁判所、五所川原簡易裁判所

及び鰺ヶ沢簡易裁判所

イ秋田支部のした裁判を原裁判とする再審事件、上告提起事件、上告受理

申立事件、特別抗告提起事件及び許可抗告申立事件

ウ次の事件のうち土地管轄の基準となるべき地がアに掲げる裁判所の管轄

区域内に存する事件

（ｱ）選挙関係その他高等裁判所を第一審とする行政事件

（ｲ） 人身保護請求事件

エアからウまでの事件に伴うその他の事件（次の事件を除く。）

、秋田支部の裁判官に対する除斥、忌避及び回避の申立事件

（ｲ） 同支部が法廷等の秩序維持に関する法律に基づいてした裁判に対する

異議申立事件

（ｳ） 同支部がした裁判に対する抗告に代わる異議申立事件

(3)

（4） 特別部

ア刑法第77条から第79条までの罪に係る訴訟の第一審事件及びこれに

付随する事件

イ裁判官分限事件

ウ特別部の裁判官に対する除斥、忌避及び回避の申立事件

2 民事及び刑事の各部に対する事件の分配は、次の要領による。



民事各部に対する新受事件の分配

ア新受事件は、特に定めのある場合を除き、次のように区分した上、その

区分ごとに、その受付の順序に従って、前年度に引き続き、第1民事部、

第2民事部、第3民事部の順に分配する。

、労働関係民事控訴事件（原審本案記録の冊数 2冊以下）

け） 同 （同 3冊以上14冊以下）

㈲その他の民事控訴事件（原審本案記録の冊数 2冊以下）

㈲同 （同 3冊以上14冊以下）

（ｵ）行政控訴事件 （原審本案記録の冊数 2冊以下）

（力） 同 （同 3冊以上14冊以下）

㈱民事控訴事件及び行政控訴事件で原審本案記録の冊数が15冊以上の

事件

（ｸ） 民事上告事件

㈲選挙関係その他高等裁判所を第一審とする行政事件

（.） 人身保護請求事件

㈱遺産分割抗告事件

脚配偶者からの暴力に関する保護命令抗告事件

（ｽ） その他民事に関する抗告事件

に）行政に関する抗告事件

（ｿ） 1の(1)のウからオまでの事件

（ﾀ） 1の(3)のエの(ｱ)及び(ｲ)の民事並びに行政に関する事件

㈱民事及び行政に関するその他の事件

イ次の事件は、最初に分配を受けた部に分配する。

、一の部に分配した上告事件、控訴事件及び抗告事件と原裁判（追加裁

判を含む｡）を同じくする後に受理した上告事件、控訴事件及び抗告事

件

(1)



（ｲ） （ｱ)の事件に対する当事者参加申立て、反訴の提起及び選定者に係る請

求の追加の事件

ウ再審事件、上告提起事件、上告受理申立事件、特別上告提起事件、特別

抗告提起事件及び許可抗告申立事件並びに最高裁判所の嘱託による和解勧

試の事件は、当該事件の原裁判をした部に分配する。

エ差戻事件（秋田支部のした裁判を原裁判とするものを含む｡）は、アの

分配に繰り入れて各部に分配する。ただし、 これによって定まる部が当該

事件の原裁判をした部であるときは、次順位の部にこれを分配し、後者が

直近に受けるべき新受事件を前者に分配する。

オ民事各部の裁判官又は裁判所書記官に対する除斥及び忌避の申立事件は、

当該裁判官又は裁判所書記官の属する部の次順位の部に分配する。

力法廷等の秩序維持に関する法律に基づいてした裁判に対する異議申立事

件は、当該裁判をした部の次順位の部に分配する。

キ強制執行停止申立、保全申立事件及びその他本案に付随する事件は、本

案の係属する部又は係属した部に分配する。ただし、原審本案記録が到着

する前に付随事件が係属した場合には、原審本案記録が到着したものとみ

なして本案を分配し、本案が分配された部に当該付随事件を分配する。

民事各部間の事件の分配順序の変更及び分配換え

ア新受事件の分配を受けるべき部に、法律上当該事件の審理裁判に関与す

ることのできない裁判官がおり、かつ、次順位の部については同様の事由

がないときは、その事件を次順位の部に順次分配する。

イ次の場合には、関係各部間の協議により、事件を一の部から他の部(r)

及びけ)の場合には、次順位の部）に分配換えすることができる。

げ） アの事由が分配後に発見され又は生じ、かつ、その裁判官の属する部

において代理裁判官によってはその事件を処理し難いとき

（ｲ） 事件の分配を受けた部にアの事由に準ずる特別の事情があるとき

(2)



愉一の部に分配された事件が他の部に分配された事件と関連し、併せて

審理裁判するのを相当とするとき

ウ新受事件を一の部に分配した後、原審記録の送付を受けて、 (1)のアに定

める区分が相異していることが判明したときは、その時点において、判明

した区分に従ってこれを他の部に分配換えする。

エアからウまでにより事件の分配順序を変更し、又は事件を分配換えした

ときは、直近の新受事件を振り替えて分配することにより、過不足を調整

する。

（3）刑事各部に対する新受事件の分配

ア新受事件は、特に定めのある場合を除いて、第1刑事部に分配する。

イ再審事件は、原裁判をした部に分配する。

ウ差戻事件のうち、第1刑事部のした裁判を原裁判とするものは第2刑事

部に、秋田支部のした裁判を原裁判とするものは第1刑事部に、それぞれ

分配する。

ェ刑事補償請求、費用補償請求、訴訟費用免除申立及びその他本案に付随

する事件は、本案の係属する部又は係属した部に分配する。

（4） 前年度の未済事件は、当該部で引き続きこれを取り扱う。

3裁判事務の分配に関する特例的取扱い

裁判事務の分配について、常置委員会が第3の1及び2の各定めにより難い

特別の事情があるものと認めるときは、 この定めと異なる取扱いをすることが

できる。

第4 開廷の日割り

第1民事部

第2民事部

第3民事部

第1刑事部

火、金曜日

火、木曜日

月、水曜日

火、木曜日



第2刑事部 火、木曜日

秋田支部 月、火、水曜日

特別部 月曜日

ただし、特に必要があるときは、 この日割りにかかわらず随時開廷することが

できる。

第5 司法行政事務の代理順序

1 高等裁判所長官に差し支えがあるときは、部の事務を総括する裁判官が、特

別部の配置表に掲げる順序によってこれを代理する。

2部の事務を総括する裁判官に差し支えがあるときは、その部の裁判官（職務

代行裁判官を除く。）が、秋田支部長に差し支えがあるときは、秋田支部の裁

判官（代行・填補裁判官を除く。）が、それぞれ配置表に掲げる順序によって

これを代理する。



(別紙）

仙台高等裁判所裁判官配置表

第1民事部

裁判長 介
平
郎太

事
事
事
事

陽
綱

判
判
判
判

石 垣

鈴 木

小 田

竹 下

誉

慶

第2民事部

裁判長 介
子
胴

事
事
事

陽
桂
幸

１
１
１

１
１
１

半
半
半

垣石

鈴 木

本 多

第3民事部

裁判長 瀬
綱
櫛
栗

夫
彦
幸
保

事
事
事
事

壯
公
直

判
判
判
判

戸口

島
橋
原 士
心

第1刑事部

裁判長 邉
田
味

事
事
事

英
雅
敬
司
薫

判

判

判

渡
柴
鏡

第2刑事部

裁判長 邉
田
味

１
１
ｌ

半
半
半

事
事
事

渡
柴
鏡

英
雅

敬

司
薫

秋田支部



齊
村
児
作
岡
仲

利 夫

洋 二

章 朋

れい子

龍太郎

事
事
事
事
事
事

木
木
島
原
田
田

裁判長 判

判

判

判

判

一 ・判

(代行・填補）

(代行・填補）

(代行9填補）史憲

特別部

雅
壯
英
．
陽
桂

菅
瀬
渡

之高等裁判所長官 野
口戸

裁判長

夫
敬
介
子
彦
嗣

事
事
事
事
事
事
事

１
１
１
１
１
１
１

半
半
半
半
．
半
半
半

邉
垣
木
島
多
崎

石

鈴
綱
本
根

公

幸
修 一

『


